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○
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
一
号
）
（
抄
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

三

第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で
、
第
三
十
四
条
及
び
第
三
十
五
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
十
六
条
（
登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
別

表
第
一
第
八
十
六
号
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
の
規
定

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

○
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
（
抄
）

（
番
組
基
準
等
の
規
定
の
適
用
除
外
）

第
八
条

前
三
条
の
規
定
は
、
経
済
市
況
、
自
然
事
象
及
び
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
時
事
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
の
み
を
放
送
事
項
と
す

る
放
送
又
は
臨
時
か
つ
一
時
の
目
的
（
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
の
た
め
の
放
送
を
専
ら
行
う
放
送
事
業
者
に
は
、
適
用
し
な
い
。

（
再
放
送
）

第
十
一
条

放
送
事
業
者
は
、
他
の
放
送
事
業
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
、
そ
の
放
送
を
受
信
し
、
そ
の
再
放
送
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
放
送
番
組
の
編
集
等
）

第
八
十
一
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

第
五
条
第
一
項
、
第
六
条
、
第
八
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
第
十
三
条
、
第
百
十
条
、
第
百
七
十
四
条
及
び
第
百
七
十
五
条
の
規
定
は
、
協
会
が
外
国
の
放

送
局
を
用
い
て
国
際
放
送
又
は
協
会
国
際
衛
星
放
送
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
一
般
放
送
の
業
務
の
届
出
）

第
百
三
十
三
条

一
般
放
送
の
業
務
を
行
お
う
と
す
る
者
（
第
百
二
十
六
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
る
べ
き
者
を
除
く
。
）
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
、
そ
の
旨
を
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

総
務
省
令
で
定
め
る
一
般
放
送
の
種
類

三

一
般
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
信
設
備
の
概
要

四

業
務
区
域

五

そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項

２

（
略
）

（
承
継
）
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第
百
三
十
四
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
一
般
放
送
事
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
当
該
一
般
放
送
事
業
者
が
登
録
一
般
放
送
事
業
者
で
あ
る
と
き
は
、
総
務
大
臣
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
登
録
を
変
更
す
る
も
の
と
す
る
。

（
受
信
障
害
区
域
に
お
け
る
再
放
送
）

第
百
四
十
条

登
録
一
般
放
送
事
業
者
で
あ
つ
て
、
市
町
村
の
区
域
を
勘
案
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
区
域
の
全
部
又
は
大
部
分
に
お
い
て
有
線
電
気
通
信
設
備

を
用
い
て
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
者
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
者
は
、
当
該
登
録
に
係
る
業
務
区
域
内
に
地
上
基
幹
放
送
（
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に

限
る
。
以
下
こ
の
条
、
第
百
四
十
二
条
及
び
第
百
四
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
受
信
の
障
害
が
発
生
し
て
い
る
区
域
が
あ
る
と
き
は
、
正
当
な
理
由
が
あ

る
場
合
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
当
該
受
信
の
障
害
が
発
生
し
て
い
る
区
域
に
お
い
て
、
基
幹
放
送
普
及
計
画
に
よ
り
放
送
が
さ
れ
る
べ
き

も
の
と
さ
れ
る
す
べ
て
の
地
上
基
幹
放
送
を
受
信
し
、
そ
の
す
べ
て
の
放
送
番
組
に
変
更
を
加
え
な
い
で
同
時
に
再
放
送
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
指
定
再
放
送
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
再
放
送
の
役
務
の
提
供
条
件
に
つ
い
て
契

約
約
款
を
定
め
、
そ
の
実
施
前
に
、
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
契
約
約
款
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

３
～
６

（
略
）

（
提
供
条
件
の
説
明
）

第
百
五
十
条

有
料
放
送
事
業
者
及
び
有
料
放
送
の
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の
締
結
の
媒
介
、
取
次
ぎ
又
は
代
理
を
業
と
し
て
行
う
者
（
以
下
「
有
料
放
送

事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
有
料
放
送
の
役
務
の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
と
有
料
放
送
の
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
媒
介
、
取
次

ぎ
若
し
く
は
代
理
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
有
料
放
送
の
役
務
に
関
す
る
料
金
そ
の
他
の
提
供
条
件
の
概
要
に

つ
い
て
、
そ
の
者
に
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
苦
情
等
の
処
理
）

第
百
五
十
一
条

有
料
放
送
事
業
者
及
び
次
条
第
二
項
に
規
定
す
る
有
料
放
送
管
理
事
業
者
は
、
有
料
放
送
の
役
務
の
提
供
に
関
す
る
業
務
の
方
法
又
は
料
金
そ

の
他
の
提
供
条
件
に
つ
い
て
の
国
内
受
信
者
（
有
料
放
送
の
役
務
の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
を
含
む
。
第
百
五
十
六
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら

の
苦
情
及
び
問
合
せ
に
つ
い
て
は
、
適
切
か
つ
迅
速
に
こ
れ
を
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
有
料
放
送
管
理
業
務
の
届
出
）

第
百
五
十
二
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
（
以
下
「
有
料
放
送
管
理
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅

滞
な
く
、
そ
の
旨
を
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
有
料
放
送
管
理
業
務
の
実
施
に
係
る
義
務
）

第
百
五
十
五
条

有
料
放
送
管
理
事
業
者
は
、
有
料
放
送
管
理
業
務
（
こ
れ
に
密
接
に
関
連
す
る
業
務
を
含
む
。
）
に
関
し
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
業
務
の
実
施
方
針
の
策
定
及
び
公
表
そ
の
他
の
適
正
か
つ
確
実
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
資
料
の
提
出
）

第
百
七
十
五
条

総
務
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
放
送
事
業
者
、
基
幹
放
送
局
提
供
事
業
者
、

有
料
放
送
管
理
事
業
者
又
は
認
定
放
送
持
株
会
社
に
対
し
そ
の
業
務
に
関
し
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
（
抄
）

第
四
章

電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会

第
一
節

設
置
及
び
組
織

（
設
置
及
び
権
限
）

第
百
四
十
四
条

総
務
省
に
、
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

２

委
員
会
は
、
こ
の
法
律
、
電
波
法
及
び
放
送
法
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
。

（
組
織
）

第
百
四
十
五
条

委
員
会
は
、
委
員
五
人
を
も
つ
て
組
織
す
る
。

２

委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
う
ち
二
人
以
内
は
、
常
勤
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
員
長
）

第
百
四
十
六
条

委
員
会
に
、
委
員
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
任
す
る
。

２

委
員
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
委
員
会
を
代
表
す
る
。

３

委
員
会
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
に
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
委
員
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
委
員
の
任
命
）

第
百
四
十
七
条

委
員
は
、
電
気
通
信
事
業
、
電
波
の
利
用
又
は
放
送
の
業
務
に
関
し
て
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
両
議
院
の
同
意
を
得
て
、
総

務
大
臣
が
任
命
す
る
。

２

委
員
の
任
期
が
満
了
し
、
又
は
欠
員
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
国
会
の
閉
会
又
は
衆
議
院
の
解
散
の
た
め
に
両
議
院
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

き
は
、
総
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
委
員
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
任
命
後
最
初
の
国
会
で
両
議
院
の
事
後
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
両
議
院
の
事
後
の
承
認
を

得
ら
れ
な
い
と
き
は
、
総
務
大
臣
は
、
直
ち
に
そ
の
委
員
を
罷
免
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
任
期
）

第
百
四
十
八
条

委
員
の
任
期
は
、
三
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

２

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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３

委
員
の
任
期
が
満
了
し
た
と
き
は
、
当
該
委
員
は
、
後
任
者
が
任
命
さ
れ
る
ま
で
引
き
続
き
そ
の
職
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
委
員
の
罷
免
）

第
百
四
十
九
条

総
務
大
臣
は
、
委
員
が
心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
の
遂
行
が
で
き
な
い
と
認
め
る
場
合
又
は
委
員
に
職
務
上
の
義
務
違
反
そ
の
他
委
員
た
る
に

適
し
な
い
非
行
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
両
議
院
の
同
意
を
得
て
、
こ
れ
を
罷
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
員
の
服
務
）

第
百
五
十
条

委
員
は
、
職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
同
様
と
す
る
。

２

委
員
は
、
在
任
中
、
政
党
そ
の
他
の
政
治
的
団
体
の
役
員
と
な
り
、
又
は
積
極
的
に
政
治
運
動
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

３

常
勤
の
委
員
は
、
在
任
中
、
総
務
大
臣
の
許
可
の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
報
酬
を
得
て
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
営
利
事
業
を
営
み
、
そ
の
他
金
銭
上

の
利
益
を
目
的
と
す
る
業
務
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。

（
委
員
の
給
与
）

第
百
五
十
一
条

委
員
の
給
与
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
。

（
事
務
局
）

第
百
五
十
二
条

委
員
会
の
事
務
を
処
理
さ
せ
る
た
め
、
委
員
会
に
事
務
局
を
置
く
。

２

事
務
局
に
、
事
務
局
長
の
ほ
か
、
所
要
の
職
員
を
置
く
。

３

事
務
局
長
は
、
委
員
長
の
命
を
受
け
て
、
局
務
を
掌
理
す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
百
五
十
三
条

こ
の
節
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

○
放
送
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
百
六
十
三
号
）
（
抄
）

（
資
料
の
提
出
）

第
七
条

法
第
百
七
十
五
条
（
法
第
八
十
一
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
協
会
、
放
送
事
業
者
（
協
会
及
び
小

規
模
施
設
特
定
有
線
一
般
放
送
事
業
者
（
法
第
百
三
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
小
規
模
施
設
特
定
有
線
一
般
放
送
事
業
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
除
く
。
）
、
基
幹
放
送
局
提
供
事
業
者
又
は
有
料
放
送
管
理
事
業
者
（
法
第
百
五
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
有
料
放
送
管
理
事
業
者
を
い
う
。

第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す

る
。一

協
会

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

法
第
五
条
第
一
項
（
法
第
八
十
一
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
番
組
基
準
及
び
法
第
六
条
第
三
項
（
法
第
八
十
一
条
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第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
放
送
番
組
の
編
集
に
関
す
る
基
本
計
画
に
関
す
る
事
項

ロ

審
議
機
関
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
、
そ
の
議
事
の
概
要
並
び
に
そ
の
答
申
又
は
意
見
に
対
し
て
講
じ
た
措
置
に
関
す
る
事
項

ハ

法
第
九
条
第
一
項
（
法
第
八
十
一
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
訂
正
又
は
取
消
し
の
放
送
に
関
す
る
事
項

ニ

法
第
二
十
条
第
一
項
第
三
号
、
第
二
項
及
び
第
三
項
の
業
務
の
実
施
状
況
（
放
送
番
組
の
内
容
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。
）

ホ
～
チ

（
略
）

二
・
三

（
略
）

四

一
般
放
送
事
業
者

次
に
掲
げ
る
事
項
（
法
第
八
条
に
規
定
す
る
放
送
事
業
者
又
は
法
第
百
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
一
般
放
送
事

業
者
に
あ
つ
て
は
、
イ
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

イ

第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項

ロ

第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
事
項

ハ

法
第
十
一
条
に
規
定
す
る
放
送
の
再
放
送
に
つ
い
て
の
他
の
放
送
事
業
者
の
同
意
に
関
す
る
事
項

ニ

法
第
百
四
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
再
放
送
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
放
送
の
役
務
の
提
供
条
件
そ
の
他
当
該
再
放

送
の
業
務
の
方
法
に
関
す
る
事
項

ホ

有
料
放
送
を
行
う
一
般
放
送
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
前
号
ニ
に
規
定
す
る
事
項

五

（
略
）

六

有
料
放
送
管
理
事
業
者
（
法
第
百
五
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
有
料
放
送
管
理
事
業
者
を
い
う
。
）

法
第
百
五
十
条
の
規
定
に
よ
る
有
料
放
送
の
役

務
に
関
す
る
料
金
そ
の
他
の
提
供
条
件
の
概
要
の
説
明
に
関
す
る
事
項
、
法
第
百
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
国
内
受
信
者
か
ら
の
苦
情
及
び
問
合
せ
の
処
理

に
関
す
る
事
項
並
び
に
法
第
百
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
実
施
方
針
の
策
定
及
び
公
表
そ
の
他
の
適
正
か
つ
確
実
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置

に
関
す
る
事
項

○
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
（
抄
）

（
資
料
の
提
出
等
の
要
求
）

第
三
条

委
員
会
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
開
陳
、
説
明

そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。


